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   鶴ヶ島市議会会議規則の一部を改正する規則について 

 鶴ヶ島市議会会議規則（平成３年議会規則第１号）の一部を改正する規則を別紙の
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      提 案 理 由 

 感染症のまん延や大規模な災害等の発生等により委員会の開会場所への参集が困難

である等、特に必要があるときは、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認

識しながら通話をすることができる方法を利用した委員会に関する規定を加えたいの

で、この案を提出するものである。 



   鶴ヶ島市議会会議規則の一部を改正する規則 

 鶴ヶ島市議会会議規則（平成３年議会規則第１号）の一部を次のように改正する。 

 第２条の見出し中「欠席」を「欠席等」に改め、同条第１項中「事故のため出席で

きない」を「やむを得ない事由のため欠席、遅参又は早退する」に改め、同条第２項

中「日数を定めて」を「出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週間）

前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期間を

明らかにして」に改める。 

 第３７条第３項中「第１項」を「前２項」に改める。 

 第９１条の見出し中「欠席」を「欠席等」に改め、同条第１項中「事故のため出席

できない」を「やむを得ない事由のため欠席、遅参又は早退する」に改め、同条第２

項中「日数を定めて」を「出産予定日の６週間（多胎妊娠の場合にあっては、１４週

間）前の日から当該出産の日後８週間を経過する日までの範囲内において、その期

間を明らかにして」に改める。 

 第９４条の次に次の１条を加える。 

 （出席委員に関する措置） 

第９４条の２ この章における出席委員には、法第１０９条第９項の規定に基づく

条例の規定により、映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら

通話をすることができる方法（以下「オンラインによる方法」という。）で委員

会に出席した委員を含む。 

第１１７条に次の１項を加える。 

３ 前２項の場合において、法第１０９条第９項の規定に基づく条例の規定により、

委員会がオンラインによる方法で開かれているときは、委員でない議員は、オン

ラインによる方法で当該委員会に出席することができる。 

第１１８条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員長がオンラインによる方法で委員会に出席した

場合における同項の規定の適用については、同項中「委員席に着き」とあるのは「委

員として」と、「委員長席に復さなければならない」とあるのは「委員長として議

事進行を行わなければならない」と、「委員長席に復することができない」とある



のは「委員長として議事進行を行うことができない」とする。 

 第１２７条中「第１章第４節」を「前章第４節」に改める。 

 第１２９条に次のただし書を加える。 

  ただし、法第１０９条第９項の規定に基づく条例の規定により、オンラインに

よる方法で出席している委員は、この限りでない。 

 第１３１条の見出し中「起立」の次に「又は挙手」を加え、同条第１項中「起立さ

せ」を「起立又は挙手させ」に改め、「起立者」の次に「又は挙手者」を加え、同条

第２項中「起立者」の次に「又は挙手者」を加える。 

 第１３７条中「起立」の次に「又は挙手」を加える。 

 第１４２条に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において、法第１０９条第９項の規定に基づく条例の規定により、委

員会がオンラインによる方法で開かれているときは、紹介議員は、オンラインによ

る方法で委員会に出席することができる。 

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 


